
令和７年度 総合計画進行管理：１次評価シート

政 策 NO 16 いきいきとした地域コミュニティをつくります

施 策 名 NO 42 多様な主体との連携・協働によるまちづくりの推進

１　総合計画での位置付け

目 指 す ま ち の
姿

NO Ⅵ 多様な主体との連携・協働により持続的に発展するまち

施 策 所 管 局 市民局

２　施策の目的・概要

現状と課題

　少子高齢化の進行などにより、地域活動・市民活動の担い手の確保が困難となっており、そうした活動
への参加率は伸び悩んでいます。また、国際化の進展や価値観の多様化により、地域における課題は複雑
化しており、市民と行政、市民と市民が、地域の課題を解決するために協働で取り組むことが重要となっ
ています。
　こうした中、多様な主体との連携・協働によるまちづくりを実現していくために、協働に対する意識を
醸成するとともに、地域活動や市民活動を支援する体制を充実し、様々な分野において活発に活動できる
よう、市民の力を最大限に生かせる環境づくりを進めていくことが必要です。

地域活動や市民活動の促進

　公益的な役割を担う自治会をはじめとした地域のまちづくり活動を行う団体や、各分野で専門性の高い活動に
取り組むNPO ※１などの活動を支援し、地域の活性化や自主的な課題の解決などを図ります。

3 様々な主体同士が連携・協働し、強みを生かすための取組の推進

　大学や企業などを含め、地域に関係する様々な主体同士が、それぞれの特性を生かし連携・協働により取り組
む活動を推進することで、地域の活性化や課題の解決などを図ります。

取 組 の
方 向

1 協働を知り、学ぶための取組の充実

　協働に関する情報発信を充実させるとともに、活動に参加する方法や活動を発展させる方法について学ぶ機会
を提供することで、地域活動・市民活動に対する理解を深め、協働に対する意識の醸成を図ります。

2

３　施策を取り巻く動向等

国、県の動
向、制度改

正等

令和2年12月9日付の特定非営利活動促進法（令和2年法律７２号）の一部改正に伴い、次の内容が変更と
なった。（令和3年6月9日施行）
・ＮＰＯ法人の設立時や定款変更等の認証申請時の手続きを迅速化するため、設立認証申請及び定款変更
等の認証申請書類の縦覧期間の短縮（１か月間→２週間）
・認定ＮＰＯ法人の事務負担を軽減するため、提出書類の一部省略
・個人情報保護の強化のため、役員名簿及び社員名簿の個人の住所を公表対象から除外



【指標1】対応する取組の方向

【指標2】対応する取組の方向

【指標3】対応する取組の方向

中間目標

R5
R6

５　施策全体の評価

所管局区等
の評価及び
評価に対す
る今後の対

応

　本施策は、多様な主体との連携・協働を通じ、地域の活性化と市民活動の持続性向上に寄与している。
地域住民、企業、市民活動団体が連携し、地域課題に対応している姿勢が確認された。特に、市が多様な
主体と協働により取り組んでいる事業などの数は、最終目標値に到達しており、全庁的に今後も継続的な
活動の安定化が求められる。
　一方で、市民の地域活動への参加率と市内のＮＰＯ法人数は、中間目標に到達していないことが現状で
あり、参加機会のさらなる拡充および市民活動団体の育成支援が必要である。特に、市民が主体的に参加
しやすい環境整備や、若年層の参加促進を図るための仕組みづくりが重要である。市民の地域の活動への
参加率向上のために、街美化アダプト制度や地域活性化事業交付金の周知・啓発を引き続き行うととも
に、ＮＰＯ法人に対しては、資金調達や運営ノウハウの提供、企業との連携支援など、持続的な活動を後
押しするために、市民活動サポートセンターの実施講座をさらに充実させるとともに、継続的な活動相談
を実施し、団体の運営基盤強化を図る。

目標設定の考え方
過去のトレンドや、協働に対する理解や認識の浸透等を推進するための取組
の効果を見込み、目標を設定しました。

成果指標の算出方法 相模原市総合計画の進行管理のための市民アンケート調査結果から算出

４　成果指標の実績及び結果の分析

１、２

指 標 と 説 明

地域の活動への参加率(地域活動・市民活動に参加している市民の割合) 結 果 の 分 析

地域活動・市民活動への理解が深まり、活動が促進されているかを見る指標

　令和６年度は基準値まで地域
の活動への参加率が回復した。
コロナ禍で離れた活動者が戻っ
てきたことが現れていると思わ
れる。基準値

R3 R4
最終目標

Ｒ元 R9

58.7

実績値(％) 50.7 43.0 44.4 49.0 51.2 ―

目標値(％) ― 54.7

１、３

指 標 と 説 明

市が多様な主体と協働により取り組んでいる事業などの数 結 果 の 分 析

市が協働で取り組んでいる事業数を測ることで、協働に対する意識の醸成と
取組の推進が図られているかを見る指標

　市が協働で取り組んでいる事
業数の令和６年度の実績値は、
最終目標に到達した。
　必要に応じて多様な主体と協
働の実施が検討され、実行され
ている。

基準値
R3 R4

最終目標

Ｈ３０ R9

目標設定の考え方
他自治体の同類調査の推移や、職員等の協働に対する意識の醸成を図る取組
の効果を見込み、目標を設定しました。

成果指標の算出方法
全庁に照会をかけ、協働の形態別の中で、市の関わりが強い「共催」「実行
委員会」「事業協力」「委託」の数を算出している。

244

実績値(件) 183 178 232 235 250 ―

目標値(件) ― 216

中間目標
R6

R5

基準値
R3 R4

最終目標

Ｈ３０ R9

実績値(団体) 279 274 272 272 277 ―

１、２、３

目標設定の考え方
近隣自治体のNPO法人数の推移や、地域活動・市民活動の促進に向けた取組
等の効果を見込み、目標を設定しました。

成果指標の算出方法
相模原市内に事務所を置く法人数の実績値。毎月末日に法人数を集計してお
り、指標には３月末の実績を使用。

324目標値(団体) ― 304

中間目標
R6

R5

指 標 と 説 明
市内のＮＰＯ法人数 結 果 の 分 析

ＮＰＯ法人数を測ることで、地域の活性化や自主的な課題解決に向けた活動が促進されているかを見る指標

 法人役員の高齢化が進み、事
業の継続が困難であることなど
を理由に解散する法人が一定数
あった。一方で、コロナ禍で停
滞していた市民活動が再開さ
れ、人集め等の活動がしやすく
なったため、設立認証申請数が
増加し、法人数が増加した。

※１ 【NPO】Non Profit Organization様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称。



３　施策を取り巻く動向等

国、県の動
向、制度改正

等

２　施策の目的・概要

現状と課題
　人口減少や少子高齢化が進行する中において、地域の課題を地域が主体的に解決し、活力ある地域社会を実現し
ていくためには、各区の資源を生かした魅力的なまちづくりを進め、区や地域への愛着を高めるとともに、区役
所、区民、地域活動団体などの連携・協働による、区制を生かしたまちづくりを進めていく必要があります。

取 組 の
方 向

1 区の資源を活用した愛着や誇りの醸成

　各区における魅力ある自然や歴史、文化、産業などの地域の資源を活用した取組や情報発信を行うことによって、区
民の一体感を育むとともに、区への愛着や誇りなどの意識の醸成を図ります。

2 区民主体の分権型のまちづくりの推進

　多様な主体同士が連携・協働して、地域の課題解決に取り組むため、区民会議※１やまちづくり会議※２など、区民
が主体的にまちづくりに参画する仕組みを充実させるとともに、身近な行政機関である区役所やまちづくりセンターが
地域のまちづくりにおける拠点として、その機能をより一層発揮することにより、区制を生かした分権型のまちづくり
を進めます。

施 策 所 管 局 緑区、中央区、南区役所

目指すまちの姿 NO Ⅵ 多様な主体との連携・協働により持続的に発展するまち

政 策 NO 16 いきいきとした地域コミュニティをつくります

令和７年度 総合計画進行管理：１次評価シート

１　総合計画での位置付け

施 策 名 NO 43 区制を生かした魅力あるまちづくりの推進



【指標１】対応する取組の方向

【指標2】対応する取組の方向

【指標3】対応する取組の方向

５　施策全体の評価

所管局区等の
評価及び評価
に対する今後

の対応

　緑区は、緑区特設サイト「すもうよ緑区」やミウルのSNSなど様々な媒体を活用した情報発信や、サイクル
ツーリズム推進や移住定住促進、各地域でのイベント等の支援のほか、新たに緑区ガイドマップを作成した。中央
区は、SNSなど様々な媒体を活用した魅力発信や「中央区花手水」や大学生との協働事業を通じた区の魅力づく
りに関する事業、上溝夏祭りや大野北銀河まつり、相模原納涼花火大会といった区の３大観光イベント等の支援を
実施した。南区は、南区PRブースやSNSの活用などによる魅力発信、相模大野ステーションピアノなど魅力づく
り事業の主催、相模の大凧まつり、東林間サマーわぁ！二バル、相模原よさこいRANBU！などの観光イベントや
もんじぇ祭りなどの商業イベントへの支援等を行った。
　このように各区において、地域の特性を生かした魅力発信などを実施するとともに、区民会議やまちづくり会議
の議論を通じ地域の課題解決を図るなど、区民主体のまちづくりの推進に取り組んだ。
　引き続き、区への愛着や誇りなどの意識の醸成を図るため、区の魅力発信や地域の活性化、区の魅力づくりに向
けた事業を実施するとともに、地域活動への支援などを行い、区民の愛着度向上に努める。また、区民会議やまち
づくり会議などにより、引き続き区民を主体とした分権型のまちづくりの推進に努める。

目標設定の考え方
愛着や誇りなどの意識の醸成を図る取組等の効果を見込み、目標を設定しまし
た。

成果指標の算出方法
総合計画の各施策の目標達成度を把握するための市民アンケートの地域の愛着度
に関する調査結果により算出

85.0

実績値(％) 80.9 79.4 81.2 80.2 79.5 ―

目標値(％) ― 82.9

１、２

指 標 と 説 明
地域への愛着度【南区】(住んでいる地域に愛着を感じている区民の割合) 結 果 の 分 析

地域への愛着を測ることで、魅力あるまちづくりが図られているかを見る指標

南区PRブースやSNSの活用によ
る区の魅力発信や相模大野ステー
ションピアノ等の事業による区へ
の愛着の醸成を図ってきた。
ここ２年間は、やや微減の状況で
あるが、これらの取組について、
より多くの人に届くよう様々な媒
体を活用した情報発信の強化が必
要であると考える。

基準値
R3 R4

中間目標
R6

最終目標

Ｒ元 R5 R9

目標設定の考え方
愛着や誇りなどの意識の醸成を図る取組等の効果を見込み、目標を設定しまし
た。

成果指標の算出方法
総合計画の各施策の目標達成度を把握するための市民アンケートの地域の愛着度
に関する調査結果により算出

85.0

実績値(％) 79.4 80.5 76.0 79.8 76.6 ―

目標値(％) ― 82.2

１、２

指 標 と 説 明
地域への愛着度【中央区】(住んでいる地域に愛着を感じている区民の割合) 結 果 の 分 析

地域への愛着を測ることで、魅力あるまちづくりが図られているかを見る指標
ＳＮＳなど様々な媒体の活用によ
る魅力発信や、「中央区花手水」
など魅力づくりに関する事業に取
り組み、区への愛着の醸成を図っ
てきた。
愛着度の数値は近年増減を繰り返
している状況であり、今後は審議
会からの意見も踏まえ、区の特性
を生かしながら区の認知度や魅力
度を高める取組を効果的に進め、
愛着を浸透させる必要があると考
える。

基準値
R3 R4

中間目標
R6

最終目標

Ｒ元 R5 R9

85.0

実績値(％) 78.6 83.3 80.3 81.1 82.6 ―

目標値(％) ― 81.8

目標設定の考え方
愛着や誇りなどの意識の醸成を図る取組等の効果を見込み、目標を設定しまし
た。

成果指標の算出方法
総合計画の各施策の目標達成度を把握するための市民アンケートの地域の愛着度
に関する調査結果により算出

４　成果指標の実績及び結果の分析

１、２

指 標 と 説 明

地域への愛着度【緑区】(住んでいる地域に愛着を感じている区民の割合) 結 果 の 分 析

地域への愛着を測ることで、魅力あるまちづくりが図られているかを見る指標

緑区特設サイト「すもうよ緑区」
やSNSによる地域情報の発信、
地域のイベント参加や広報活動等
の実施を通じ、区民の愛着向上が
図られている。目標値達成に向け
ては、コンテンツの質の向上に向
けた取組が重要であると考えられ
る。

基準値
R3 R4

中間目標
R6

最終目標

Ｒ元 R5 R9

※１ 【区民会議】区の課題やまちづくりの方向性について協議を行う場として設置した市長の附属機関。

※２ 【まちづくり会議】地域のまちづくりの課題を自主的に話し合い、課題解決に向けた活動に構成団体などが協働して取り組むために、本市のまちづくりを進めてきた22の

地区にそれぞれ一つずつ設置されている。



３　施策を取り巻く動向等

国、県の動
向、制度改正

等

3 情報通信技術とデータの積極的な活用

　様々な事業でICT やデータを積極的かつ的確に活用し、市民の視点に立った利便性の高い行政サービスを提供しま
す。
　また、ICT を駆使した業務改革などにより、業務の最適化を進めます。

２　施策の目的・概要

現状と課題

　人口減少や少子高齢化の進行が見込まれており、歳入の根幹をなす市税収入の大幅な増加が期待できない中で、
公共施設の老朽化への対応や社会保障に係る経費の増大などにより、本市の財政は引き続き厳しい状況に置かれる
ことが見込まれています。
　また、市民ニーズが多様化する中で、市民が必要とする行政サービスを利用しやすい方法で提供することが求め
られています。
　こうした中、本市が、将来にわたり活力と魅力にあふれる都市として発展し続けるためには、引き続き、行財政
改革※１に取り組むとともに、公民連携や先端技術の一層の活用を図り、効率的で質の高い市民へのサービスを提
供していく必要があります。

取 組 の
方 向

1 歳出の見直しと歳入の確保

　選択と集中により事業の重点化を図るなど、事務事業の精査などにより、徹底した歳出の見直しに取り組むととも
に、一層の歳入の確保や、次世代の負担を考慮した計画的な市債※２発行などにより、健全で持続可能な財政運営を行
います。

2 効率的な行政サービスの提供と公民連携の推進

　市民が必要とする行政サービスを利用しやすい形で提供できるよう、市民の視点に立ったサービスの在り方を検討
し、利便性の向上と効率化を図ります。
　また、行政と民間の適切な役割分担に基づき、最適な行政サービスの担い手について検討するとともに、公民連携の
取組を推進し、民間活力の活用による市民へのサービスの向上と効果的で効率的な事業実施を図ります。

施 策 所 管 局 市長公室

目指すまちの姿 NO Ⅵ 多様な主体との連携・協働により持続的に発展するまち

政 策 NO 17 持続可能な行財政運営を行います

令和７年度 総合計画進行管理：１次評価シート

１　総合計画での位置付け

施 策 名 NO 44 効率的な行政サービスの提供



【指標１】対応する取組の方向

【指標2】対応する取組の方向

【指標3】対応する取組の方向

【指標4】対応する取組の方向

目標設定の考え方 基本構想の目標到達に必要な水準として、目標を設定しました。

成果指標の算出方法
市民アンケート調査における必要なときに必要な行政サービスを身近で受けるこ
とができていると感じている市民の割合

73.1

実績値(％) 60.3 62.5 61.3 63.0 59.2 ―

目標値(％) ― 66.7

２、３

指 標 と 説 明
行政サービスの利便性満足度(必要な行政サービスを、身近で受けることができると感じている市民の割合) 結 果 の 分 析

行政サービスの利便性が向上しているかを見る指標

目標値に達していないため、行政
サービスの利便性向上に向けた取
組が必要である。基準値

R3 R4
中間目標

R6
最終目標

Ｒ元 R5 R9

目標設定の考え方
マイナンバーカードの普及によるコンビニ交付件数の増加など今後の社会動向を
踏まえ、目標を設定しました。

成果指標の算出方法
住民票の写し、印鑑登録証明書を窓口で交付した件数と窓口以外で交付した件数
の実績から算出

30.0

実績値(％) 4.7 19.4 26.7 38.2 41.1 ―

目標値(％) ― 15.0

２、３

指 標 と 説 明
住民票の写し、印鑑登録証明書を窓口以外で交付した割合 結 果 の 分 析

効率的な行政サービスが図られているかを見る指標

マイナンバーカードの普及や、コ
ンビニエンスストアでの証明書発
行に関する周知が進んだことによ
り、窓口以外での証明書の交付割
合が上昇した。

基準値
R3 R4

中間目標
R6

最終目標

Ｈ30 R5 R9

目標設定の考え方 RPA導入の取組などの効果を見込み、目標を設定しました。

成果指標の算出方法 ＲＰＡ等のＩＣＴを活用した事務作業時間の削減時間

4,700

実績値(時間) ― 7,076 13,245 20,489 27,871 ―

目標値(時間) ― 2,900

１、３

指 標 と 説 明
ＩＣＴの活用による事務作業時間の削減時間【累計】 結 果 の 分 析

ＩＣＴを活用することにより、業務の最適化が図られているかを見る指標

「相模原市第２次ＩＣＴ総合戦
略」に基づき、ＲＰＡを活用し事
務作業時間の削減に取り組んだ。
実績値は目標値を達成している。

基準値
R3 R4

中間目標
R6

最終目標

Ｈ30 R5 R9

35.0%
（73億円）

実績値 ―％
（113億円）

28.3％
（81億円）

32.7％
（76億円）

36.3％
（72億円）

38.1%
（70億円）

―

目標値 ―
25.0%

（85億円）

目標設定の考え方 滞納繰越分収納率の向上にむけた取組の効果を見込み、目標を設定しました。

成果指標の算出方法 平成30年度の収入未済額113億円を基準値として、削減割合を算出

４　成果指標の実績及び結果の分析

1

指 標 と 説 明

収入未済額の削減率 結 果 の 分 析

一層の歳入の確保がなされ、持続可能な財政運営が図られているかを見る指標

債権回収推進会議による滞納対
策の徹底等により、収入未済額
は着実に削減され、R5年度に
は最終目標の35％を4年前倒し
で達成している。

基準値
R3 R4

中間目標
R6

最終目標

Ｈ30 R5 R9



５　施策全体の評価

所管局区等の
評価及び評価
に対する今後

の対応

　ＩＣＴ活用による事務作業時間の削減時間については、「第２次相模原市ＩＣＴ総合戦略」に基づき概ね計画ど
おり進捗しており、引き続き事務作業時間の削減に取り組む。
　住民票の写し等の窓口以外の交付割合については、マイナンバーカード申請特設窓口の設置など、マイナンバー
カードの普及促進に取り組むことで、コンビニ交付による取得件数の増加につながり、効率的な行政サービスの提
供を行うことが出来た。今後も証明書を窓口以外で交付した割合の増加に向け、コンビニ交付の周知等の取組を継
続する。
　行政サービスの利便性満足度向上に向けては、引き続き「わたしの手続案内」の市民周知を推進し、利用率向上
を図ることで、効果的で質の高い市民サービスの提供と、満足度の向上に努める。

※１ 【行財政改革】行政において、事務事業の効率化や経費削減とともに、行政サービスの質の向上を目的とし、行政組織や財政の構造の改革、事務事業の選択と集中、手法の

見直しなどを行い、最少の経費で最大の効果をあげること。

※２ 【市債】市が、資金調達の手段として金銭を借入れ、又は債券を発行することにより負う債務で、その償還（返済）が次年度以降にわたるもの。市債には、世代間の負担を平準

化させ、国の財政政策を補完する機能がある。



３　施策を取り巻く動向等

国、県の動
向、制度改

正等
特になし

２　施策の目的・概要

現状と課題

　これまでも広報紙やホームページをはじめ様々な媒体により情報を発信をしてきたところですが、人口
減少や少子高齢化が進行する中において、市民と行政が課題や目標に対する共通の認識を持つためには、
市民が必要とする情報やデータを得られる環境を充実させるとともに、積極的に行政の持つ情報を発信す
ることで市民と行政が情報を共有することが必要です。
　また、幅広く市民の声を聴き対話を重ねることで市民ニーズの把握に努めるとともに、様々な手段で寄
せられる市民の声を施策に反映するための仕組みを充実させるなど、市民と行政のコミュニケーションを
活性化する必要があります。

取 組 の
方 向

1 広聴体制の充実

　様々な手段や機会を通じて市民の声を幅広く聴取するとともに、市民と行政との対話の機会を広げることで、
市民ニーズを的確に捉え、市民満足度の向上につながる施策や行政サービスに反映します。

2 情報発信の充実

　広報紙をはじめ、ホームページ、ＳＮＳ、アプリ、テレビ・ラジオなどの多様な媒体を活用し、市民が必要と
する情報を迅速かつ効果的に発信するとともに、行政情報のオープンデータ化を進めます。また、積極的な情報
公開により、市政の透明性を高めます。

施 策 所 管 局 市長公室

目 指 す ま ち の
姿

NO Ⅵ 多様な主体との連携・協働により持続的に発展するまち

政 策 NO 17 持続可能な行財政運営を行います

令和７年度 総合計画進行管理：１次評価シート

１　総合計画での位置付け

施 策 名 NO 45 市民と行政のコミュニケーションの充実



【指標１】対応する取組の方向

【指標2】対応する取組の方向

５　施策全体の評価

所管局区等
の評価及び
評価に対す
る今後の対

応

 広聴体制については、電子メール、手紙等で提案や意見を受付するほか、市民のもとに出向く「まちかど
市長室」を開催し、対話による広聴にも努めてきたが、成果指標１では、令和６年度も実績値が基準値を
下回る状況となっている。
　今後は、市政へ意見等を伝える方法の周知を強化するとともに、広聴ツールの更新や、より幅広い世
代、分野の市民との対話の機会の充実に努める。
 情報発信については、広報課をはじめ、各課で取り組んでいるところであるが、より効果的に市民に必要
な情報が伝わることを目指し、令和7年2月に「相模原市広報戦略」を策定した。
　今後、3年を目途に、研修等による職員への情報発信に対する意識付けや、広報紙・ホームぺージ等各媒
体の改善、広報用素材の共有などを進め、庁内全体の情報発信力の強化を図っていく。

目標設定の考え方 効果的な情報発信による効果を見込み、目標を設定しました。

成果指標の算出方法
市民アンケート問45「あなたは、広報紙やホームページ、ＳＮＳなどで必
要な市政情報が得られていると思われますか。」の全回答数のうち、（1）
（2）の合計数の割合。

66.3

実績値(％) 63.9 66.3 63.8 62.1 61.4 ―

目標値(％) ― 65.1

2

指 標 と 説 明
市から必要な情報提供を得られている市民の割合 結 果 の 分 析

市民のニーズに合った情報を発信できているかを見る指標

　令和3年度に最終目標に達した
後、低下している。
　市ホームページのアクセス数も
同じ傾向が見られることから、新
型コロナウイルス感染症等に関す
る情報取得のために、実績値も一
時的に上がった可能性がある。

基準値
R3 R4

中間目標
R6

最終目標

Ｒ元 R5 R9

37.6

実績値(％) 34.9 39.0 34.2 33.8 34.6 ―

目標値(％) ― 36.3

目標設定の考え方 今後の事業の実施等による効果を見込み、目標を設定しました。

成果指標の算出方法
市民アンケート問44「あなたは、市の施策や事業など、市政に関して意見を言いたい時に、意見を言
える環境が整っていえると思いますか。」の全回答数のうち、（1）（2）の合計数の割合。

４　成果指標の実績及び結果の分析

1

指 標 と 説 明
市政に意見を言える環境が整っていると思う市民の割合 結 果 の 分 析

市の広聴体制の充実が図られているかを見る指標 令和３年度に最終目標に達した
後、低下している。
　「わたしの提案」の受付件数
も同じ傾向が見られることか
ら、新型コロナウイルス感染症
に関する市への意見、要望等の
急増に伴い、実績値も一時的に
上がった可能性がある。
　令和６年度は、市政施行７０
周年に関する様々な取組を通じ
て意思表明の機会があったと受
け止められた可能性がある。

基準値
R3 R4

中間目標
R6

最終目標

Ｒ元 R5 R9



３　施策を取り巻く動向等

国、県の動
向、制度改正

等

3 ストック資産の有効利用

　公的不動産※３の有効活用の視点から、現在有効利用されていない、又は今後施設の集約化により利用しないことと
なった土地や建物については、地域や民間に貸付、売却などを行うことで、地域活性化を図るとともに、計画的な施設
の改修・更新や新たな行政サービスの提供のための財源確保に努めます。

２　施策の目的・概要

現状と課題

　本市では、昭和40 年代から50 年代を中心に整備した公共施設（公共建築物、土木関連施設）の老朽化が進ん
でいます。今後、財政状況が一層厳しくなることが見込まれる中で、近い将来、一斉に公共施設の改修や更新の時
期を迎えることから、真に必要なサービス水準を維持しつつ、公共施設の統廃合を含めた施設配置の在り方の検
討、公共施設の長寿命化※２などによる改修・更新費用の削減や平準化、民間活力の導入などにより、公共施設マ
ネジメントの取組を着実に推進していく必要があります。

取 組 の
方 向

1 将来を見据えた公共施設の適正配置の推進

　持続可能な公共サービスの提供に向け、施設に求められる機能やサービスに着目し、現在の利用実態はもとより、将
来を見据えた市民や利用者のニーズを想定した集約化や複合化、再編・再整備を進めることで、施設総量の適正化に取
り組みます。

2 公共施設の長寿命化による効果的・効率的な保全

　学校、市営住宅などの公共建築物や道路、橋りょう、河川、下水道、公園などの土木関連施設の老朽化対策として、
長寿命化計画に基づき、予防保全による効果的・効率的な維持管理を進め、更新、改修などに係る中長期的なコストの
縮減と財政負担の平準化を図ります。

施 策 所 管 局 財政局

目指すまちの姿 NO Ⅵ 多様な主体との連携・協働により持続的に発展するまち

政 策 NO 17 持続可能な行財政運営を行います

令和７年度 総合計画進行管理：１次評価シート

１　総合計画での位置付け

施 策 名 NO 46 公共施設マネジメント※１の取組の推進



【指標１】対応する取組の方向

５　施策全体の評価

所管局区等の
評価及び評価
に対する今後

の対応

　市民が本市の公共施設マネジメントについて具体的に実感できるような取組を推進するとともに、将来にわたり
必要なサービス・機能を提供し続けることができるよう、引き続き、相模原市公共施設等総合管理計画や長寿命化
計画に基づく、総合的かつ長期的な視点に立った公共施設マネジメントに取り組んでいく。

70.1

実績値(％) 62.9 64.6 61.5 60.7 60.9 ―

目標値(％) ― 66.5

目標設定の考え方
中長期的な目標を見据え、様々な公共施設マネジメントの取組を推進することに
よる効果を見込み、目標を設定しました。

成果指標の算出方法 市民アンケート調査

４　成果指標の実績及び結果の分析

１、２、３

指 標 と 説 明

公共施設が適切に維持管理・有効活用されていると思う市民の割合 結 果 の 分 析

市内の公共施設などの維持管理や有効活用が適切にされているかを見る指標

再編・再整備や長寿命化等の公共
施設マネジメントの周知の状況
や、公共建築物やインフラの劣化
状況等から、指標の実績値が令和
５年度から横ばいに推移している
ものと推測している。

基準値
R3 R4

中間目標
R6

最終目標

Ｒ元 R5 R9

※１ 【公共施設マネジメント】地方自治体等が保有し、又は借り上げている全ての公共施設を、都市経営の視点から総合的かつ統括的に企画、管理及び利活用する取組。

※２ 【長寿命化】計画的に点検、修繕等を行うことで、耐久性や機能・性能の確保又は改善を図り、施設の寿命を延ばすこと。

※３ 【公的不動産】国や地方自治体において保有する不動産。



３　施策を取り巻く動向等

国、県の動
向、制度改正

等
特になし

現状と課題

　人口減少社会が見込まれる中、本市においては、20歳代から30歳代までの市民が転出超過となる傾向が続いて
います。各自治体では定住・移住を促進するための特色ある施策・事業の実施やPR に取り組むなど、都市間競争
が激しくなっており、本市が持続的に発展していくためには、市外に住んでいる人からの認知度の向上や、市民の
愛着・誇りの醸成を念頭においた一層戦略的なシティプロモーションを展開することが必要です。

取 組 の
方 向

1 戦略的・効果的なシティプロモーションの展開

　ライフスタイルの変化が激しく、人口移動が多い世代である20歳代から30歳代までに向け、本市の住みやすさなど
の魅力を戦略的・効果的に発信し、本市の認知度の向上を図るとともに、本市に対する愛着や誇りを醸成し、居住地と
して選ばれる都市を目指します。
　また、国内外の多くの人や企業に選ばれるよう発信力を強化します。

総合計画進行管理　中間評価シート

１　総合計画での位置付け

施 策 名 NO 47 戦略的なシティプロモーション※１

施 策 所 管 局 市長公室

目指すまちの姿 NO Ⅵ 多様な主体との連携・協働により持続的に発展するまち

政 策 NO 17 持続可能な行財政運営を行います

２　施策の目的・概要



【指標１】対応する取組の方向

【指標2】対応する取組の方向

５　施策全体の評価

所管局区等の
評価及び評価
に対する今後

の対応

　令和６年度は、市制施行７０周年記念を市民、企業、団体等とともに祝う記念事業の実施や、小中学校への出前
事業等によりシビックプライドの向上を図るとともに、ターゲット層を意識した手法で本市の魅力を市内外に効果
的に発信することで、都市としてイメージや知名度の向上に努めてきたが、いずれの指標においても前年度の数値
を下回ったことは、真摯に受け止める必要がある。
　アンケート調査の対象とはなっていないものの、子どもたちに市の魅力を伝えていくことが、将来的な地域への
愛着の醸成につながるものと考えていることから、中長期的な視点を持って継続していくとともに、全世代に対し
て愛着を醸成できるような新たな取組について検討を進める。
　認知度についてはターゲットを若い世代をとしていることから、ＳＮＳによる若者向けコンテンツとのコラボ
レーションなどに取り組んだところだが、東京、神奈川在住というより具体的なターゲットを対象とした事業の実
施について検討を進める。

目標設定の考え方
愛着醸成に資する取組を実施することによる効果を見込み、目標を設定しまし
た。

成果指標の算出方法 相模原市総合計画の進行管理のための市民アンケート調査において算出

85.0

実績値(％) 79.6 80.7 79.1 80.4 79.0 ―

目標値(％) ― 82.3

1

指 標 と 説 明
地域への愛着度(住んでいる地域に愛着を感じている市民の割合) 結 果 の 分 析

地域への愛着を測ることで、愛着の醸成が図られているかを見る指標

　市制施行７０周年の節目を祝う
記念式典や記念イベントの開催、
小・中学校への出前授業の実施な
どを通じて、シビックプライドの
向上に取り組んだものの、実績値
の上昇につながらかった。

基準値
Ｒ３ Ｒ４

中間目標
R6

最終目標

Ｒ元 R5 R9

95.0

実績値(％) 90.3 90.1 88 93.3 85.5 ―

目標値(％) ―

目標設定の考え方 戦略的なプロモーションを行うことによる効果を見込み、目標を設定しました。

成果指標の算出方法
東京・神奈川に住む２，０００人を対象にインターネットによるアンケート調査
を実施し、そのうち２０歳代から３０歳代について相模原市を認知している割合
を算出

４　成果指標の実績及び結果の分析

1

指 標 と 説 明

相模原市の認知度(市外に住む２０代から３０代) 結 果 の 分 析

ターゲットである市外に住む２０歳代から３０歳代までに対して効果的に情報発
信ができているかを見る指標

　本市の魅力等を表現したラップ
動画の製作・配信や、人気ラジオ
番組を活用した情報発信、バー
チャルユーチューバーなど若者向
け人気コンテンツとのコラボ企画
などを通じて、本市の魅力や施策
等の積極的なPRに取り組んだも
のの、実績値の上昇につながら
かった。

基準値
Ｒ３ Ｒ４

中間目標
Ｒ6

最終目標

Ｈ30 R5 R9

６　総合計画審議会の意見等

総合計画審議
会の意見等
（取りまと

め）

【施策の進捗状況に関する評価】
　指標２の地域への愛着度に関しては、過去５年８０％を維持しており、十分な結果であり、目標設定の８５％が
高すぎたのではないか。「市民桜まつり」を始めとする行事について、ＮＨＫの関東ローカルのニュース、ＴＶＫ
の番組等の露出度を高める努力を継続してほしい。

【今後の施策の方向性に関する意見】
　認知度の向上について、現状では市外在住の２０代、３０代をターゲットとしているが、今後はその他の世代に
も拡大する必要がある。相模原市の４つの魅力について、ＪＡＸＡを除けばどの自治体も同様であるため、相模原
市としての具体性を持たせた方が良いのではないか。令和７年度から開始されたPRリーダーに期待したい。



※１ 【シティプロモーション】都市としてのイメージや知名度を高めることにより、人や企業に「住んでみたい」「ビジネスをしたい」と思われ、ひいては持続的に発展するまちを目

指し、様々な魅力（観光資源、文化、都市基盤等）を市内外に効果的・戦略的に発信しようとするための方策。


